
「指定居宅介護支援」重要事項説明書 

 
当事業所はご契約者（ご利用者）に対して居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供さ

れるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。  

 

１．事業者 

 

（１）法人名           社会福祉法人  桐栄会 
 

（２）法人所在地       青森県青森市浪岡大字樽沢字村元３３０番地７ 
 

（３）電話番号         ０１７２－６２－９２０１ 
 

（４）代表者氏名       理事長  中  川    晴  信 
 

（５）設立年月         昭和６１年９月 

 

２．事業所の概要 

 

（１）事業所の種類   指定居宅介護支援事業所  ０２７２３０００１３号  

 

（２）事業所の目的    高齢者が要介護状態となった場合においても、そのご利用者が可能な限

り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出

来るように支援することを目的としています。  

 

（３）事業所の名称     浪岡在宅介護支援センター  

（４）事業所の所在地   青森県青森市浪岡大字樽沢字村元３３０番地７  

（５）電話番号         ０１７２－６２－１２１２  

（６）管理者            葛西 智美  

（７）当事業所の運営方針     利用者の心身の状況、その置かれている環境の把握に努め、ご利用者 

の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスを総合的・効率的に  

提供します。又、常に公正中立の立場に立ち、ご利用者に提供される居 

宅サービスが不当に偏ることのないよう配慮します。  

 

（８）開設（サービス開始）年月日    平成１２年４月１日  

 

（９）通常の事業の実施地域          青森市浪岡、藤崎町、その他の地域以外についても希望者と事               

業者が協議の上、サービスを提供する。  

 

（10）営業日及び営業時間    営業日   月曜日から日曜日 

休業日   １２月３０日から１月２日まで 

営業時間  午前８時１５分から午後５時１５分 

※電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とします。 

 

３．職員の配置状況 

 

（１）管理者           １名（常勤） 
（２）介護支援専門員            ２名（常勤） 
（３）事務員                    １名（常勤、本体施設並びに他事業所の事務員兼務） 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 

（１）サービス利用のために 

○介護支援専門員      変更を希望される方はお申し出ください。 



○課題分析の方法      全国社会福祉協議会方式 

（２）サービスの概要 ＊別紙１ 

○居宅介護支援に関する相談を受け付け、適切な指導、助言､手続き、援助等を行います。 

○ご利用者の健康状態、日常生活動作、ご家族の状況等の調査・評価等を行い、課題を分析し介

護サービス計画を作成します。 

〇要介護認定の申請手続きに関し、ご利用者の意思を踏まえた上、必要な協力・代行手続きを行

います。  

（３）サービス利用料金   ＊別紙２ 

○要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。

ただし、次の各号の場合は料金が発生する場合があります。 

①介護保険料の滞納がある場合 

この場合は法定代理受領が出来なくなるため、別紙に定める利用料金を領収後、当事業所よ

り「サービス提供証明書」を発行します。後日、保険者の窓口に提出することで払い戻しを

受けることができます。 

②通常のサービス実施地域外の利用の場合（別紙２－④） 

③複写物の交付を希望される場合（別紙２－⑤） 

④利用料金は 1 ヶ月毎に計算し請求いたします。 

 

５．サービスの利用方法 

 

（１）サービスの利用開始    お電話等でお申込みください。当事業所の職員がお伺いします。 

（２）サービスの終了 

○ご利用者のご都合でサービスを終了する場合 

 終了の手続のための文書を用意していますので、お申し出ください。 

〇当事業所の都合でサービスを終了する場合 

 人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がありますが、

その場合は、終了 1 ヶ月前までに文書で通知するとともに、他の居宅介護支援事業者を紹介い

たします。 

〇以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ご利用者が介護保険施設に入所した場合。 

・ご利用者の要介護認定区分が要支援又は非該当（自立）と認定された場合。 

・ご利用者が亡くなられた場合。 

〇ご利用者やそのご家族等が当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して、本契約を継続しが

たいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させ

ていただく場合があります。 

 

６．苦情の受付けについて 

 

（１）当事業所における苦情の受付け 

    当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

        担当者     木川 宏美 

     受付日   月曜日から日曜日（但し、１２月３０日～１月２日を除く） 

       受付時間  午前８時１５分から午後５時１５分 

     電話番号    ０１７２－６２－１２１２ 

    ※担当者が不在の場合または受付時間外の場合は、本体施設職員が受け付けします。 

      本体施設   特別養護老人ホームゆうゆう荘  電話番号  ０１７２－６２－９２０１ 

 

（２）苦情に対する対処方針 

○ケアプランに対する苦情に対しては速やかに調査し、迅速に対応いたします。 

○市町村等他関係機関からの質問や照会に応じ、苦情に対する調査の協力をいたします。また、

指導・助言などがあった場合はこれに基づく改善を致します。 

○国保連からの申し立てに関して、利用者への必要な助言を行います。 

○国保連からの指導・助言に対して必要な改善を行います。 

  以上の諸事項に関しては十分調整し、速やかに解消する方針で対処いたします。 



      

青森市役所 介護保険課  

     事業所チーム 

所在地    青森市新町一丁目３番地７号 

 電話番号 017-734-5257  （ＦＡＸ017-734-5355）  

 受付時間 午前８：３０～午後６：００ （土日、祝日を除く） 

浪岡振興部 健康福祉課  

      介護保険チーム  

所在地  青森市浪岡大字浪岡字稲村１０１－１  

電話番号 0172-62-1134 

受付時間 午前８：３０～午後６：００ （土日、祝日を除く）  

青森県 

国民健康保険団体連合会 

所在地    青森市新町２丁目４番１号青森県共同ビル３階 

 電話番号 017-723-1301 

 受付時間  午前9：00～午後４：００ （土日、祝日を除く） 

福祉サービス相談センター  

（青森県運営適正化委員会） 

所在地    青森市中央３－２０－３０（県民福祉プラザ内） 

 電話番号(代表）017-731-3039 （ＦＡＸ017-731-3098）  

受付時間  午前8：30～午後5：00 （土日、祝日を除く） 

 

７．事業所の義務 

（１）守秘義務 

事業所及び介護支援専門員は、居宅介護支援サービスを提供する上で知り得たご利用者又は契約者

等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が修了した後も継

続します。 

（２）個人情報提供 

居宅サービス計画書作成や、ご利用者に係る他のサービス事業所との連携を図るなど正当な理由が

ある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、ご利用者又は、契約者

等の個人情報を用いることができるものとします。 

 

 ８．感染症の予防及びまん延防止 

事業所は、感染症又は食中毒が発生し又はまん延しないよう、次の措置を講じます。 

 ・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止対策を検討する感染症委員会（テレビ電話装置 

等を活用して行う事ができるものとする)をおおむね６ヵ月に１回以上開催し、その結果に  

ついて事業所内で周知徹底します。  

 ・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針の整備をします。  

 ・感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止の為の研修及び訓練を定期的に実施します。  

 ・厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿っ  

  た対応を行います。 

 

９．緊急時等における対応方法 

従業者は、サービスの提供を行っているときにご利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたと  

  きは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告します。  

居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市、保険者市町村、ご家族等に連絡するととも

に、必要な措置を講じます。また、事業者の責任によりご利用者に生じた損害については事業者は速

やかにその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、その損害の発生に

ついて、ご利用者に故意又は過失が認められる場合にはご利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相

当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

                                                               

１０．虐待防止に関する事項      

事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講じます。  

・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果の従事者への  

 周知徹底。  

・虐待の防止のための指針の整備。  

・虐待を防止するための従業者に対する研修の定期的な実施。  

・ご利用者及びそのご家族からの苦情処理体制の整備。  

・虐待防止のための措置を適切に実施するために担当者を設置。  

・その他虐待防止のために必要な措置。  

事業所は、ご利用者及び事業所等からの連絡・通報を受けた際に、市町村、地域包括支援センター



等との虐待等における通報先との連携・協力に努めます。 

 

１１．身体拘束等の適正化のための対策  

   事業所は、ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するための緊急やむをえない 

場合を除き、身体拘束を行わないものとします。 

   身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを  

得ない理由を記録するものとします。  

 

１２．業務継続計画の策定等  

   事業所は、感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対するサービスの提供を継続的に実施  

するため、事業継続に向けた計画の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）を実施します。  

 

１３．ハラスメント対策  

事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越 

的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

 

 

 

 

                               令和  年  月  日  

 

 

     指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

         事業所名   浪岡在宅介護支援センター 

         説明者職名   介護支援専門員         氏名     

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービスの提供開

始に同意しました。 

 

            

   （ 利用者 ）      住 所   青森市浪岡大字  字  番地 

                          

 

                氏 名      

 

 

         上記代理人（代理人を選任した場合） 

 

                                    

                                住 所   青森市浪岡大字  字  番地 

                                                          

  

                氏 名     

印 

印 

印 
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（別紙１） 居宅介護支援業務の実施方法等について 

 

１ 居宅介護支援業務の実施 

 ①事業所の管理者は介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。 

 ②指定居宅介護支援の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サ

ービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行います。 

２ 居宅サービス計画の作成について 

 ①介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては次の点に配慮します。 

  ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族との面接により利用者の置かれている環境、立場の十分

な理解と課題の把握に努めます。 

  イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する

情報を利用者又はその家族に提供します。利用者は、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介す

るよう求めることができます。 

  ウ 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービス計画の内容が特定の種類、事業者に不当に偏る

ような誘導又は指示を行いません。利用者は、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービ

ス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能です。 

  エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、

サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。 

 ②介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場 

   合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、主治の医師等にケアプランを交付します。 

 ③介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者の 

   サービス選択に資する内容を利用者又はその家族に対して説明します。 

３ サービス実施状況の把握、評価について 

 ①介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下 

「モニタリング」という）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との 

連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

 ②上記の把握にあたっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う 

   こととし、少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し利用者に面接するとともに、１月に１回モニタリ 

   ングの結果を記録します。 

 ③介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に 

   評価します。 

 ④介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用 

   者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関す

る情報を提供します。 

４ 医療機関との連携について 

 ①介護支援専門員は、利用者が入院する必要が生じた場合等、医療機関との連携を早期から実施する 

ため、日頃からかかりつけの病院等に対して担当であることを伝えるよう配慮します。利用者又は家族に

は、介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わ

せて保管いただくようお願いいたします。 
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 ②介護支援専門員は、主治の医師もしくは歯科医師又は薬剤師への情報提供を行うこととなっています。 

   指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたとき、入院したとき、その他必要と 

認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の心身および生活状況等について主治の医師等 

に提供します。 

５ 居宅サービス計画の変更について 

  事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、又は事業者が居宅サービス計画の変更が 

必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護 

支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。 

６ 給付管理について 

  事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体

連合会に提出します。 

７ 要介護認定等の協力について 

 ①事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申 

   請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。 

 ②事業者は、利用者が希望する場合は、要介護又は要支援認定の申請を利用者に代わって行います。 

８ 居宅サービス計画等の情報提供について 

  利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円

滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。 
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（別紙２） 料金について                 

                                 (令和 8 年 6 月 1 日改定) 

①基本料金 

項 目 金 額 

  

居宅介護支援費Ⅰⅰ 

 取扱件数 45 未満 
要介護１･２ １０,８６０円／月 要介護３･４･５ １４,１１０円／月 

居宅介護支援費Ⅰⅱ 

 取扱件数 

45 以上 60 未満 

要介護１･２ ５,４４０円／月 要介護３･４･５  ７,０４０円／月 

居宅介護支援費Ⅰⅲ 

 取扱件数 60 以上 
要介護１･２   ３,２６０円／月 要介護３･４･５  ４,２２０円／月 

※介護支援専門員一人当たりの取扱件数 

 

 ②加算料金 

項  目 金 額 

初回加算 
新規に居宅サービス計画を作成する場合 

要介護状態区分が２区分以上変更された場合 
  ３,０００円／月 

入院時情報連携加算        

（Ⅰ）入院当日及び入院日前に情報提供   ２,５００円／月 

（Ⅱ）入院後 3 日以内に情報提供   ２,０００円／月 

退院・退所加算 

 

入院または入所期 

間中 1 回を限度に 

算定 

（Ⅰ）イ 連携 1 回(カンファレンス参加無)   ４,５００円／回 

（Ⅰ）ロ 連携１回(カンファレンス参加有)    ６,０００円／回 

（Ⅱ）イ 連携２回(カンファレンス参加無)    ６,０００円／回 

（Ⅱ）ロ 連携２回(カンファレンス参加有)    ７,５００円／回 

（Ⅲ）  連携３回(カンファレンス参加有) 

  ただし１回は担当医等との会議に参加 
   ９,０００円／回 

通院時情報連携加算 

 ※利用者が病院または診療所において医師または歯科医師の診察を受

ける時に介護支援専門員が同席し、情報提供を行うとともに、医師

等から必要な情報の提供を受けて計画に記録した場合 

   ５００円／回 

  (月に１回まで) 

緊急時等居宅カンファレンス加算 

 ※病院等の求めにより医師又は看護師等と共に居宅を訪問し、カン 

  ファレンスを行った場合 

  ２,０００円／回 

  （月に２回まで） 

ターミナルケアマネジメント加算 

 ※医師の医学的知見に基づき、回復の見込みがないと診断された方が 

在宅で死亡した場合、死亡日及び死亡日前 14 日以内に２日以上訪 

問し、医師等に心身状況等の情報提供を行った場合 

  ４,０００円／回 
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 

 ※中山間地域等に居住している利用者に対し、通常の事業実施地域 

を越えて居宅介護支援を行う場合 

上記基本料金の５％ 

介護職員等処遇改善加算 

 ※介護職員等の処遇改善に関する計画を作成し、ケアプランデータ 

連携システムの活用、職員の資質向上、職場環境の改善等、厚生 

労働大臣が定める基準に適合する場合 

所定単位数の 2.1％ 

 
・要介護認定を受けている方は、介護保険から全額給付されるため自己負担はありません。 
 
 
③減算となる場合 
 

 特定事業所集中減算 正当な理由なく特定の事業所に 80％以上 
集中等 
（訪問介護・通所介護・地域密着型通所 
介護・福祉用具貸与） 

１月につき 200単位減算 

運営基準減算 居宅介護支援の業務が適切に行われてい 
ない場合※ 
運営基準減算が２月以上継続している場 
合算定できない 

基本単位数の 50％に減算 

高齢者虐待防止措置 
未実施減算 

厚生労働大臣が定める高齢者虐待防止の 
ための基準を満たさない場合 

所定単位数の 100分の 1 
に相当する単位数を減算 

業務継続計画未策定 
減算 
 

業務継続計画を策定していない場合 所定単位数の 100分の 1 
に相当する単位数を減算 
(令和 7年 4月以降) 

  
※居宅介護支援の業務が適切に行われない場合とは以下のような場合が該当します。 
  ・指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者が複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよ 

う求められることや、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス事業者等の選定理由
の説明を求められることを文書により説明・交付を行っていない場合 

   ・居宅サービス計画の新規作成及び変更に当たって、利用者の居宅を訪問し利用者および家族に面 
接していない場合、当該計画について利用者又は家族に対し説明・同意・交付を行っていない場
合  

・居宅サービス計画の新規作成や変更時、要介護認定の更新や区分変更時に、サービス担当者会議
の 開催等を行っていない（やむを得ない場合を除く）場合  

・居宅サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握のため 1 月に利用者の居宅を訪問し利
用者に面接していない場合、その結果を記録していない場合 

※前６月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉
用具貸与ごとの数が占める割合、および同一のサービス事業者によって提供されたものが占める
割合(上位 3つまで)について、ご希望があれば書面で説明いたします。 

 
④交通費   

通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、介護支援専
門員が訪問するための交通費の実費をご負担していただきます。 

（片道）通常の実施地域境界から 
～１０km まで              １００円 

       １０km～２０km まで    ２００円 
       以降１０km 単位で上記料金に １００円ずつ加算 

  
⑤複写物の交付 

      ご利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場に 
は実費をご負担いただきます。また、複写物の作成に時間を要する場合は複写物交付日時を事所 
側で指定させていただく場合があります。複写物の郵送を希望する場合の郵送料金は利用者の負 
担とさせていただきます。 

 
１枚につき      １０円 
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○経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。
その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２ヶ月前までにご説明します。 

 
⑥利用料金のお支払方法 

 
１月毎に計算し、請求しますので、請求月１５日までに以下のいずれかの方法でお支払ください。 

 
 ア．下記指定口座への振込み 

青森みちのく銀行  浪岡支店    普通預金   ３５２２２７０ 

名義  特別養護老人ホームゆうゆう荘(福)桐栄会 理事長  中川晴信 

イ．窓口での現金支払 


